


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
  

  

  

  

許可が必要な行為（東京都風致地区条例第３条）

風致地区内において、次の行為を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。

・建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転

・宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更

・木竹の伐採

・土石類の採取

・水面の埋立てまたは干拓

・建築物等の色彩の変更

・屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積

許可の基準（東京都風致地区条例第５条）

◆建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転

第２種風致地区

建ぺい率 ４０％以下

墿面後退距離
道路側 ２．０メートル以上

その他 １．５メートル以上

最高の高さ １５メートル以下

位置、形態及び意匠 建築敷地及びその周辺における風致と著しく不調和でないこと

ただし、一定の要件を満たせば敷地の緑化等を条件に、地域特性に応じて上記数値を緩和することが可能で

す。詳細については、申請先へお問い合わせください。

◆宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更 

ⅰ 植栽その他必要な措置を行うこと等により変更後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における

風致と著しく不調和とならないこと。 

ⅱ 変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

ⅲ 木竹が保全されまたは適切な植栽が行われる土地の面積の宅地の造成等に係る土地の面積に対する割

合が１０％以上であること。 

ⅳ 面積が１ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、高さが３メートルを超えるのりを生ずる切土若しくは盛

土または都市の風致の維持に特に必要な森林で知事があらかじめ指定したものの伐採を伴わないこと。

◆木竹の伐採

森林の皆伐については、伐採後の成林が確実であると認められるものであり、かつ、伐採区域の面積が１ヘクタ

ールを超えないこと。

◆土石類の採取

採取の方法が採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少な

いこと。






